
 ・基本使用料が50円（税抜き）上がります
　下水道を使用する人に広く、平等に負
　担してもらう基本料金を50円（税抜き）
　値上げします。

 ・従量制から累進制へ変わります
　いくら使っても使用料金単価が変わら
　ない従量制から、多く使うと使用料単
　価が上がる累進制に変更します。

●使用料の改定内容

下水道
使用水量

基本使用料のみ
8㎥の場合

標準世帯
20㎥の場合 30㎥の場合 40㎥の場合 100㎥の場合

旧

新

差額

750 円

810 円

60 円

2,310 円

2,430 円

120 円

3,600 円

3,830 円

230 円

4,900 円

5,290 円

390 円

12,670 円

14,360 円

1,690 円

汚水排水量　1㎥につき

種類

一般
汚水

使用料

基本
使用料

超過
使用料

公衆
浴場

汚水排水量 8㎥まで

汚水排水量 8㎥を超え、
1㎥につき

７００円

120円

20円

種類

一般汚水

使用料

基本使用料

公衆浴場

750円

125円

130円

135円

140円

150円

25円汚水排水量1㎥につき

汚水排水量8㎥まで

8㎥を超え20㎥まで

20㎥を超え30㎥まで

30㎥を超え40㎥まで

40㎥を超え100㎥まで

100㎥を超える分

超過使用料
（汚水排水量
１㎥につき）

※標準世帯とは、大人 2人、子供 2人世帯の標準的な月使用量を想定しています。

下
水
道
使
用
料
が
変
わ
り
ま
す

10
月
請
求
分（
９
月
使
用
分
）か
ら●

問
い
合
わ
せ
先　

下
水
道
課　

☎（
２
４
８
）
１
１
５
９

熊
本
地
震
義
援
金
を
非
課
税
世
帯
へ
配
分
し
ま
す

古
代
の
土
器
を
作
ろ
う

子
ど
も
歴
史
・
科
学
体
験
教
室

　

古
代
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
粘
土
で
形

を
作
り
、
火
を
起
こ
し
、
た
き
火
に
よ
る

野
焼
き
で
古
代
の
土
器
づ
く
り
に
挑
戦
し

ま
す
。
古
代
へ
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
し
た
気

分
に
な
れ
る
体
験
で
す
。

第
１
回　

土
器
作
り

▼
と
き　

９
月
22
日
㈰

　

午
後
２
時
〜
５
時（
受
付
１
時
45
分
〜
）

▼
と
こ
ろ　

ヴ
ィ
ー
ブ
ル　

工
芸
実
習
室

第
２
回　

火
起
こ
し
・
土
器
焼
き

▼
と
き　

11
月
16
日
㈯

　

午
前
９
時
〜
正
午

▼
と
こ
ろ　

ヴ
ィ
ー
ブ
ル
東
側　

　

家
庭
菜
園
空
き
地

▼
対
象　

２
回
と
も
参
加
で
き
る
市
内
小

　

学
生
（
20
人
）

※

１
〜
３
年
生
は
保
護
者
同
伴
。
応
募
多

　

数
の
場
合
は
抽
選
。

▼
参
加
費　

１
０
０
円
（
材
料
代
）

▼
申
込
期
限　

９
月
13
日
㈮　

午
後
５
時

　

熊
本
地
震
で
全
壊
、
大
規
模
半
壊
、

半
壊
の
、
り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
い
る
世
帯
の
う
ち
、
平
成
30
年
度
住

民
税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
を
対
象
に

義
援
金
の
配
分
を
行
な
い
ま
す
。
た
だ

し
、
別
世
帯
の
課
税
者
か
ら
扶
養
さ
れ

て
い
る
人
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
（
高

齢
者
ま
た
は
障
が
い
者
が
い
る
世
帯
を

除
く
）
は
対
象
外
で
す
。

　

義
援
金
の
配
分
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

※

り
災
証
明
書
上
の
世
帯
が
対
象
で
す
。

　

り
災
世
帯
か
ら
転
出
ま
た
は
転
居
し

　

た
人
も
世
帯
に
含
め
、
新
た
に
転
入

　

し
た
人
は
世
帯
に
含
め
ま
せ
ん
。
平

　

成
30
年
１
月
１
日
ま
で
に
亡
く
な
っ

　

た
人
は
、
世
帯
に
含
め
ま
せ
ん
。

※

高
齢
者
と
は
平
成
30
年
１
月
１
日
現

　

在
で
65
歳
以
上
（
昭
和
28
年
１
月
２

　

日
以
前
生
ま
れ
）
の
人
で
す
。

※

障
が
い
者
と
は
平
成
30
年
１
月
１
日

　

現
在
で
身
体
障
害
者
手
帳
や
精
神
障

　

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け

　

て
い
る
人
な
ど
、
地
方
税
法
施
行
令

　

第
７
条
に
当
て
は
ま
る
人
で
す
。 

▼
配
分
基
準
額

・
全
壊
世
帯
、
解
体
世
帯

　

20
万
円

・
大
規
模
半
壊
、
半
壊
世
帯

　

10
万
円

▼
申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど 

①
非
課
税
世
帯
に
係
る
義
援
金
申
請
書

　
（
申
請
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

②
り
災
証
明
書
の
写
し

③
り
災
証
明
書
上
の
世
帯
の
人
の
平
成

　

30
年
度
の
住
民
税
課
税
証
明
書
（
り

　

災
証
明
書
を
提
示
す
る
と
本
市
の
課

　

税
証
明
書
発
行
手
数
料
は
無
料
）

④
別
世
帯
の
人
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て

　

い
る
場
合
、
そ
の
人
の
平
成
30
年
度

　

住
民
税
課
税
証
明
書

⑤
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
決

　

定
通
知
書
の
写
し （
解
体
世
帯
の
場
合
）

⑥
振
込
口
座
の
通
帳
ま
た
は
は
キ
ャ
ッ

　

シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し

⑦
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
） 

※

そ
の
他
、
支
給
要
件
を
確
認
す
る
た

　

め
、
必
要
に
応
じ
て
書
類
を
提
出
し

　

て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

▼
申
請
期
限　

令
和
２
年
３
月
末 

 

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
涯
学
習
課　

生
涯
学
習
班 　

☎（
２
４
８
）
５
５
５
５ 

統
計
調
査
員
に
な
り
ま
せ
ん
か

あ
な
た
の
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
い

　

国
勢
調
査
な
ど
各
種
統
計
調
査
に
従
事

す
る
、
登
録
統
計
調
査
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　

統
計
調
査
員
は
調
査
対
象
を
訪
問
し
、

調
査
票
の
記
入
依
頼
や
回
収
な
ど
を
行
な

い
ま
す
。
統
計
調
査
員
と
し
て
登
録
し
た

人
に
は
、
調
査
が
行
な
わ
れ
る
際
に
優
先

し
て
調
査
業
務
を
依
頼
し
ま
す
。

　

県
知
事
ま
た
は
市
長
か
ら
任
命
さ
れ
る

非
常
勤
の
地
方
公
務
員
と
な
り
、
調
査
に

従
事
し
た
人
に
は
報
酬
が
支
払
わ
れ
ま

す
。（
報
酬
の
額
は
日
数
や
調
査
対
象
を

な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

調
査
を
正
確
に
行
な
う
に
は
、
調
査
員
の

力
が
必
要
で
す
。
ぜ
ひ
登
録
を
お
願
い
し

ま
す
。希
望
す
る
人
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
登
録
で
き
る
人

・
満
20
歳
以
上
の
人

・
市
内
で
調
査
活
動
が
で
き
る
人

・
警
察
、
税
務
、
興
信
所
な
ど
の
業
務
に

　

従
事
し
て
い
な
い
人

・
選
挙
に
直
接
関
係
の
な
い
人

・
そ
の
他
調
査
活
動
に
支
障
が
な
い
人

●
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課　

企
画
広
報
班 　

☎（
２
４
８
）
１
８
１
３ 

一
日
も
早
い
生
活
再
建
へ

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課　

社
会
福
祉
班　

☎（
２
４
８
）
１
１
４
４

な
く
、
持
続
的
・
安
定
的
な
下
水
道
事
業
の

運
営
を
行
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

主
要
な
財
源
で
あ
る
下
水
道
使
用
料
を
適

正
な
状
態
に
設
定
す
る
た
め
、
広
報
こ
う
し

５
月
号
で
紹
介
し
た
と
お
り
上
下
水
道
事
業

運
営
審
議
会
の
答
申
（※

）
を
受
け
て
下
水

道
使
用
料
の
改
定
を
行
な
う
こ
と
と
し
ま
し

た
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
下
水
道
使
用
料
の
改
定
に
至
っ
た
経
緯
や

　

審
議
会
で
の
審
議
の
内
容
な
ど
は
市
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
は
ト
イ
レ
の
水
洗
化
な
ど
を
通
じ

て
、
衛
生
的
で
快
適
な
生
活
環
境
を
提
供
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
汚
水
を
下
水
道
管
で
処

理
場
に
集
め
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
で
、
河

川
な
ど
の
水
質
汚
濁
を
防
ぎ
、
豊
か
な
自
然

環
境
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
本
市
の
下
水
道
事
業
は
使
用
料

の
収
入
だ
け
で
は
汚
水
処
理
費
を
賄
え
ず
、

平
成
29
年
度
決
算
時
点
で
約
６
億
６
千
万
円

の
累
積
赤
字
を
抱
え
て
い
ま
す
。
平
成
30
年

度
決
算
で
は
８
億
円
を
超
え
る
見
込
み
で
す
。

　

今
後
も
、
次
世
代
へ
の
負
担
を
残
す
こ
と

旧

新

▲答申書に関
　するページ

月額使用料（消費税を除く）

ひと月当たりの使用料差額の例（消費税 8％を含む）
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